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石
油
カ
ル
テ
ル
判
決
の
「
公
共
の
利
益
」
論

4馬

l
 
i
 

’
ESJ 

千

里

は
じ
め
に

一
独
禁
法
の
究
極
的
目
的

二
「
公
共
の
利
益
」
の
意
義

三
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
解
釈

お
わ
り
に

tま

じ

め

独
禁
法
三
条
後
段
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
不
当
な
取
引
制
限
は
、
「
事
業
者
が
：
：
：
他
の
事
業
者
と
共
同
し
て
：
：
：
相
互
に
そ
の
事
業
活

動
を
拘
束
し
、
又
は
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
共
の
利
益
に
反
し
て

一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
こ

と
を
い
う
」
（
独
禁
法
二
条
六
項
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
の
定
義
規
定
中
の
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
と
い
う
文
言
を
ど
の
よ
う

に
解
釈
す
る
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
昭
和
五
五
年
九
月
の
石
油
カ
ル
テ
ル
（
価
格
協
定
）
事
件
の
東
京
高
裁

判
決
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
独
禁
法
の
基
本
的
問
題
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の

論
理
を
明
確
に
す
る
こ
と
は
重
要
な
課
題
と
い
え
よ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
考
察
を
行
な
っ
た
が
、
東
京
高
裁
判
決
を
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機
に
、
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

（1
）
東
京
高
裁
昭
和
五
五
年
九
月
一
一
六
日
第
三
特
別
部
判
決
、
判
例
時
報
九
八
五
号
。

（2
）
馬
川
千
里
「
独
占
禁
止
法
と
『
公
共
の
利
益
』
」
今
村
成
和
教
授
退
官
記
念
『
公
法
と
経
済
法
の
諸
問
題
（
下
）
』
有
斐
閣
（
昭
和
五
七
年
）
二

O
五
頁
以
下
。
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独
禁
法
の
究
極
的
目
的

独
禁
法
二
条
六
項
の
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ω

「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
の
問
題
が
あ
り
、
付
「
公
共

の
利
益
」
の
位
置
づ
け
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
解
釈
が
あ
る
。
そ
の
二
点
に
答
え
る
た
め
に
は
、
独
禁
法

一
条
の
目
的
と
「
公
共
の
利
益
」
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
の
で
、
順
序
と
し
て
、
独
禁
法
一
条
の
目
的
の
解
釈
か
ら
論
を
進
め
る
こ

と
に
し
よ
う
。

独
禁
法
の
究
極
的
目
的
を
め
ぐ
っ
て
、
学
説
は
い
ろ
い
ろ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
以
下
の
問
題
を
論
ず
る
に
差
し
当
っ
て

必
要
な
こ
と
は
、
独
禁
法
の
究
極
的
目
的
を
、
「
公
正
か
っ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
と
狭
く
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
と
い
う
点

で
あ
る
。
そ
こ
に
焦
点
を
当
て
て
学
説
を
大
別
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

第
一
説
は
、
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
と
狭
く
解
す
る
立
場
で
あ
る
。

第
二
説
は
、
ω

「
一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
し
、
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
の
促
進
」
と
解
す
る
か
、
伸
「
国
民
経
済

の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
の
促
進
」
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
大
部
分
は
第
二
説
に
含
ま
れ
る
と
い
え
よ
う
。

向
法
第
二
条
に
定
義
さ
れ
て
い
る
私
的
独
占
、
不
当
な

取
引
制
限
及
び
不
公
正
な
取
引
方
法
を
禁
示
し
、
事
業
支
配
力
の
過
度
の
集
中
を
防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
接
に
は
『
公
正
且
つ
自

そ
の
点
に
つ
い
て
本
件
判
決
は

「
独
禁
法
は
、
同
法
第
一
条
に
よ
る
と
、

由
な
競
争
を
促
進
す
る
』
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
由
競
争
経
済
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
（
独
占
禁
止
政
策
）
を
目
的
と
し
、
独
占
禁
止
政
策



の
実
現
は
、
そ
れ
が
『
一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
』
と
同
時
に
『
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
』
に

な
る
と
の
理
解
の
下
に
こ
れ
を
窮
極
の
目
的
と
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
右
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
の
促

進
の
内
容
と
し
て
、
消
費
者
一
般
の
利
益
と
対
立
す
る
よ
う
な
単
な
る
事
業
経
営
上
の
利
益
を
守
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
含
む
も
の

で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
）
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
判
決
は
、
究
極
的
目
的
と
手
段
的
目
的
と
を
区
別
し
、

「
公
正
か
っ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
を
手
段
的
目
的
（
宜
接
目
的
）
と
解
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
説
の
立
場
で
あ
る
。

独
禁
法
一
条
の
目
的
は

「
公
正
且
つ
自
由
な
競
争
を
促
殺
し
、

一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

・
・
以
て
、

国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
独
禁
法
の
究
極
的
目
的

を
第
一
説
の
ご
と
く
「
公
正
か
っ
自
由
な
競
争
の
促
進
」

丹
宗
教
授
も
、
「
独
禁

と
狭
く
解
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
間
違
い
で
あ
る
。

石油カルテル判決の「公共の利益」論（馬JJI)

法
一
条
が
、
到
達
目
標
と
そ
の
目
標
実
現
の
手
段
と
を
併
せ
て
統
一
的
に
規
定
し
て
い
る
点
を
見
落
し
て
、
自
由
競
争
秩
序
維
持
と
い

(4
) 

う
手
段
的
目
的
を
到
達
目
的
に
お
き
か
え
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
、

ま
た
金
子
教
授
も
、
「
独
禁
法
の
究
極
的
目
的
は
『
一
般
消
費
者

の
利
益
を
確
保
』
す
る
こ
と
と
『
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
進
』
す
る
こ
と
で
あ
り
、

進
』
す
る
こ
と
は
究
極
的
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
的
目
的
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
判
決
も
、
独
禁
法
の
究

『
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
を
促

極
的
目
的
を
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
」
と
狭
く
解
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
と
よ
り
正
当
で
あ
る
。

な
お
付
け
加
え
れ
ば
、

独
禁
法
の
究
極
的
目
的
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
が
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
と
不
可
分
に
関
連
す
る
の

で
、
本
稿
に
お
い
て
最
初
に
検
討
し
た
理
由
で
あ
る
。

（l
）
こ
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
は
、
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
編
『
改
正
独
占
禁
止
法
解
説
』
日
本
経
済
新
聞
社
（
昭
和
二
九
年
）
六
四
頁
参
照
。

（2
）
田
中
誠
二
『
新
版
経
済
法
概
説
（
再
全
訂
版
）
』
千
倉
書
房
（
昭
和
五
三
年
）
八
四
頁
、
田
中
誠
一
一
（
そ
の
他
）
『
コ
ン
メ

γ
タ
l

ル
独
占
禁
止
法
』
勤
草
書
房

（
一
九
八
一
年
）
四
六
頁
、
金
沢
良
雄
『
独
占
禁
止
法
の
構
造
と
運
用
』
有
斐
閣
（
昭
和
五
四
年
）
二
ハ
頁
、
今
村
成
和
『
独
占
禁
止
法
（
新
版
）
』
有
斐
閣
（
昭
和
五

三
年
）
八
頁
、
丹
宗
昭
信
『
独
占
お
よ
び
寡
占
市
場
構
造
規
制
の
法
理
』
北
大
図
書
刊
行
会
（
一
九
七
六
年
）
一
一
四
頁
、
正
田
彬
『
全
訂
独
占
禁
止
法

I

』
日
本
評
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論
社
（
一
九
八
O
年
）
＝
二
頁
、
布
村
勇
二
『
改
訂
版
経
済
法
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
（
昭
和
四
九
年
）
一
三
四
頁
、
笹
井
昭
夫
『
独
占
禁
止
法
概
説
』
中
央
経
済
社

（
昭
和
五
七
年
）
二
九
頁
、
阿
部
芳
久
『
独
占
禁
止
法
』
第
一
法
規
（
昭
和
五
三
年
）
八
四
頁
、
渡
辺
豊
樹
『
新
独
占
禁
止
法
の
実
務
』
商
事
法
務
研
究
会
（
昭
和
五

六
年
）
九
頁
、
江
上
勲
『
経
済
法
・
独
占
禁
止
法
概
論
〔
改
訂
版
〕
』
税
務
経
理
協
会
（
昭
和
五
五
年
）
四
一
頁
、
石
井
良
三
『
独
占
禁
止
法
（
改
訂
増
補
版
）
』
海
口

書
店
（
昭
和
二
一
二
年
）
四
三
頁
、
馬
川
・
前
掲
二
O
九
頁
等
参
照
。

（3
）
前
掲
三
七
頁
。

（4
）
丹
宗
・
前
掲
一
一
四
頁
。

（5
）
金
子
晃
「
独
占
禁
止
法
制
に
お
け
る
市
場
支
配
的
企
業
の
規
制
」
法
学
研
究
四
八
巻
一
二
号
一
五
頁
。
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「
公
共
の
利
益
」
の
意
義

「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
説
は
い
ろ
い
ろ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
初
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ

と
は
、
第
一
は
、
「
公
共
の
利
益
」
の
よ
う
な
一
般
条
項
を
正
確
に
定
義
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、

第
二
は
、
「
八
ム
共
の
利
益
」
の
内
容
と
そ
の
位
置
づ
け
は
一
応
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
は
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
に
つ
い
て
、
二
つ
の
説
を
対
比
し
な
が
ら
行
な
わ
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、

「
公
共
の
利
益
と
は
何
を
さ
す
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

根
本
的
に
相
対
立
し
た
二
つ
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
第
一
の
見
解

は
、
こ
れ
を
狭
く
解
し
、
こ
こ
に
い
う
公
共
の
利
益
と
は
、
自
由
競
争
を
基
盤
と
す
る
経
済
秩
序
そ
の
も
の
を
さ
し
、
こ
れ
を
阻
害
す

る
事
態
は
直
ち
に
公
共
の
利
益
に
反
す
る
と
な
す
見
解
で
あ
り
、
第
二
の
見
解
は
、
こ
れ
を
更
に
広
く
解
し
、
自
由
競
争
原
理
は
原
則

と
し
て
こ
れ
を
承
認
し
つ
つ
も
、
こ
れ
を
越
え
た
よ
り
高
次
の
段
階
に
お
け
る
国
民
一
般
の
利
益
が
、
こ
こ
に
い
う
公
共
の
利
益
で
あ

る
と
解
す
る
見
解
で
あ
る
。
（
便
宜
上
右
第
一
の
見
解
を
a
説
、
第
二
の
見
解
を

b

説
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
）
こ
れ
を
簡
単
に
言
え
ば
、
a

説

は
競
争
の
実
質
的
制
限
即
独
禁
法
上
の
悪
で
あ
る
と
み
る
の
に
対
し
、

b

説
は
、
独
占
体
｜
｜
ト
ラ
ス
ト
、
カ
ル
テ
ル
等
ー
ー
の
中
に

も
善
き
も
の
と
悪
し
き
も
の
と
が
あ
り
、
独
禁
法
が
違
法
と
し
て
規
制
を
加
え
る
の
は
、
そ
の
悪
し
き
も
の
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
と



解
す
る
の
で
払
孔
」
と
い
っ
た
形
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
右
の
説
明
は
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
と
、
そ
の
位
置
づ
け
を
同
時
に
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
し
か
に
右
の
説

明
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
関
連
性
を
否
定
し
え
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
関
連
性
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
論
拠

に
は
な
ら
な
い
の
で
、
理
論
上
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
、一
応
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
と
そ
の
位
置
づ
け
は
区
別
し
て
考
え

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
改
め
て
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
公
共
の
利
益
」
を
、
自
由
競
争
経
済
秩
序
の
維
持
と
解
す
る
、
前
述
の
a

説
の
立
場
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

会
は
愛
媛
県
L
P

ガ
ス
保
安
協
会
事
件
に
お
い
て
、
「
公
共
の
利
益
と
は
、

公
正
取
引
委
員

同
法
第
一
条
に
掲
げ
ら
れ
た
法
の
目
的
と
こ
れ
を
基
盤
と

す
る
法
全
体
の
構
造
か
ら
見
て
自
由
競
争
を
基
盤
と
す
る
経
済
秩
序
そ
の
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
：
一
辺
」
（
傍
点
筆
者
）
と

a

説
の
立
場
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
立
場
は
多
数
説
で
も
あ
る
。

述
べ
て
い
る
が
、

石油カルテル判決の「公共の利益」論（馬川）

し
か
し
、
独
禁
法
一
条
の
目
的
で
は
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
」
は
、
手
段
的
目
的
（
直
接
目
的
）
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

の
内
容
と
解
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
疑
問
で
あ
る

を
「
公
共
の
利
益
」

丹
宗
教
授
も
、
「
本
説
は
、
独
禁
法
の
規
定
し
て
い
る
目
的

（
究
極
目
的
）
に
対
す
る
手
段
的
目
的
の
み
を
把
え
て
、
『
公
共
の
利
益
』
の
内
容
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
公
共
政
策

立
法
と
し
て
の
独
禁
法
に
お
け
る
『
公
共
の
利
益
』
は

一
定
の
手
段
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
目
標
と
を
併
せ
て
、
そ
の
内
容
と
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
『
競
争
秩
序
の
維
持
』
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
『
一
般
消
費
者
の
利
益
（
の
確
保
）
』
な
ら
び
に
『
国
民

経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
進
す
る
こ
と
』
こ
そ
、
公
共
政
策
立
法
と
し
て
の
独
禁
法
の
め
ざ
す
『
公
共
の
利
益
』
の
内
容
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
金
子
教
授
も
、
「
公
正
取
引
委
員
会
は
、
自
由
競
争
と
国
民
経
済
の
民
主
的
で

ま
た
公
共
の
利
益
違
反
と
競
争
の
実
質
的
制
限
と
を
同
一
視
す
る
が
如
き
態
度
を
示
し
て
き
で
い
る
が
、
実
際
上
の

(7
) 

結
果
的
妥
当
性
は
別
と
し
て
、
か
か
る
態
度
は
理
論
的
に
は
正
当
で
は
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

健
全
な
発
達
を
、

379 



素
直
に
考
え
れ
ば
、
「
公
共
の
利
益
」
と
い
う
一
般
条
項
は
、
極
め
て
広
い
概
念
で
あ
る
。そ
う
だ
と
す
れ
ば

そ
れ
を
こ
と
さ
ら
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狭
く
解
し
て
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
」
と
解
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
不
当
で
あ
ろ
う
。ま
た
前
述
し
た
ご
と
く
、
独
禁
法
の
目
的

に
つ
い
て
、
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
」
は
直
接
目
的
に
過
ぎ
ず
、
究
極
的
目
的
は
第
二
説
の
如
く
、
「
一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
お
よ

び
国
民
経
済
の
民
主
的
な
発
達
」

あ
る
い
は
「
国
民
経
済
の
民
主
的
な
発
達
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
公
共

の
利
益
」
を
こ
と
さ
ら
狭
く
解
す
る
こ
と
は
、
究
極
的
目
的
と
の
関
係
で
理
論
的
整
合
性
に
欠
け
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

で
あ（そ
る立れ

ゆ
まえ
た

公
共
の
利
益
L 

の
内
容
は
、

そ
れ
を
狭
く
解
す
る
a

説
と
そ
れ
を
広
く
解
す
る
b

説
と
の
対
比
は
安
易
す
ぎ
る
比
較

a

説
と
b

説
と
い
う
形
で
対
比
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
狭
く
解
す
る
a

説
の
立
場
は
明
ら

b

説
が
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
の
は
理
論
的
に
は
正
当
で
は
な

か
に
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
a

説
が
む
し
ろ
支
持
さ
れ
、

い
。
そ
の
原
因
は
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
と
そ
の
位
置
づ
け
を
、

は
っ
き
り
と
区
別
し
な
い
こ
と
が
原
因
で
あ
る
。

「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
は

前
述
し
た
a

説
と
b

説
と
の
対
比
で
は
十
分
で
な
く
、

も
ち
ろ
ん
今
日
に
お
い
て
は
よ
り
詳
細

に
行
な
わ
れ
て
い
る

a

説
以
外
を
例
挙
す
る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

b

説
は
、
生
産
者
と
消
費
者
の
双
方
を
含
め
た
国
民
経
済
全
体
の
利
益
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。

一
般
消
費
者
の
利
益
の
確
保
お
よ
び
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
の
促
進
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。

d

説
は
、
競
争
秩
序
の
維
持
↓
一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
↓
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。

c

説
は
、

e

説
は
、
公
正
か
っ
自
由
な
競
争
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
企
業
・
労
働
・
消
費
等
の
あ
ら
ゆ
る
国
民
経
済
の
要
素
の
均
衡
的
な
発
展

と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。

f

説
は
、
「
『
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
』
は
、
ま
さ
に
、
経
済
的
従
属
者
の
基
本
的
な
権
利
の
確
保
に
よ
る
実
質
的
平
等

へ
の
要
求
を
基
調
と
し
た
国
民
経
済
の
需
給
の
持
続
的
調
整
を
指
向
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
公
共
の
利
益
の
内
容
を
示
し
て
い



円H
H
V

る
」
と
す
る
立
場
で
あ
る
。

g

説
は
、
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
と
解
す
る
立
場
で
あ
る
。

こ
こ
で
指
摘
し
た
い
こ
と
は
、
次
の
二
点
で
あ
る

b

説
か
ら
g

説
ま
で
は
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
、
a

説
の
よ

一
つ
は

う
に
自
由
競
争
経
済
秩
序
の
維
持
と
狭
く
解
す
る
立
場
で
は
な
い
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
の

ペ〉

は
、
b

説
か
ら
g

説
に
つ
い
て
、
本
質
的
な
相
違
を
正
確
に
指
摘
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
そ
の
区
別
は
か
な
り
不
明
確
な

a

説
、

d

説
を
支
持
さ
れ
て
い
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も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
丹
宗
教
授
は
、

る
。
し
か
し
、
そ
の
d

説
に
は
f

説
も
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
田
中
教
授
は
、

類
さ
れ
、
a

説
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
分
類
に
は
「
公
共
の
利
益
」
の
位
置
づ
け
ま
で
も
含
め
ら
れ
て
い
る
。
正
田
教

授
は
、
a

説
、
b

説
を
検
討
し
、
自
説
を
f

説
と
説
く
が
、
あ
わ
せ
て
今
村
説
（
C

説
）
と
丹
宗
説
（d
説
）
も
f

説
を
容
認
せ
ざ
る
を

〈
初
〉

え
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
金
子
教
授
は
、
a

説
、
b

説
、
d

説
、
f

説
に
分
類
さ
れ
、
d

説
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。
横
田
氏
は
、

（
忽
）

e

説
に
d

説
も
含
め
ら
れ
て
い
る
。

b

説
、
d

説
に
大
別
し
、

a

説
、

f

説
等
に
詳
細
に
分

b

説
、
e

説
、

a

説
、
b

説
、
c

説
に
大
別
さ
れ
、

以
上
か
ら
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
め
ぐ
る
学
説
の
分
類
も
い
ろ
い
ろ
で
あ
り
、

そ
れ
を
正
確
に
分
類
す
る
だ
け
で
も
大
変
で

あ
る
。
理
論
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
も
正
確
な
分
類
が
必
要
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
先
に
述
べ
た
二
点
を
認
識
し
て
い
た

だ
け
ば
目
的
を
果
し
た
の
で
、
論
を
先
に
進
め
よ
う
。

そ
れ
で
は
判
決
の
立
場
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

判
決
は
正
面
か
ら
そ
れ
を
説
明
し
な
い
で
、
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
解
釈
の

な
か
で
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
解
釈
は
、
「
『
公
共
の
利
益
に
反
し
て
』
と
は
、
同
法
の
趣
旨
、
目
的
に
反
す
る
こ
と
を
い

い
、
原
則
と
し
て
は
同
法
の
直
接
の
法
益
で
あ
る
自
由
競
争
秩
序
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
形
式
的
に
は
右
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
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っ
て
も
、
右
法
益
と
当
該
行
為
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
て
、
全
体
的
に
み
た
前
記
の
同
法
の
趣
旨
、
目
的
に
実
質



的
に
反
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
例
外
的
な
も
の
を
公
共
の
利
益
に
反
し
な
い
も
の
と
し
て
独
禁
法
の
適
用
か
ら
除
く
趣
旨
で
右

（
お
）

構
成
要
件
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

382 

判
決
の
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
独
禁
法
の
趣
旨
、
目
的
と
関
連
さ
せ
て
把
握
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
は
正
当

で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
独
禁
法
の
趣
旨
、
目
的
は
、
前
述
し
た
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
と
い
う
内
容
（
a
説
）
な
の
か
、

一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
お
よ
び
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
の
促
進
と
い
う
内
容
（
e
説
）
な
の
か
、

競
争
秩
序
の
維
持
↓

一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
↓
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
と
い
う
内
容
（
d

説
）

(M
) 

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

な
の
か
、

そ
の
論
理
は
か
な
ら
ず
し
も
明
確

e

説
と
解
す
る
の
が
正
し
い
理
解
で
あ
ろ
う
。

（1
）
公
取
委
事
務
局
編
・
前
掲
一
O
六
頁
以
下
。
そ
の
他
、
同
様
の
説
明
に
は
、
谷
村
裕
「
独
禁
法
に
お
け
る
公
共
の
利
益
」
部
内
資
料
四
頁
、
吉
田
文
剛
編
『
独
占

禁
止
法
の
実
務
』
商
事
法
務
研
究
会
（
昭
和
四
七
年
）
一
一
一
頁
、
石
井
幸
一
『
独
占
禁
止
法
の
解
釈
と
実
例
』
一
橋
書
房
（
昭
和
三

O
年
）
三
七
頁
、
阿
部
・
前
掲
一

二
四
頁
、
江
上
・
前
掲
九
四
頁
な
ど
多
数
。

（2
）
こ
の
点
は
、
後
述
す
る
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
解
釈
で
あ
る
が
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
「
自
由
競
争
経
済
秩
序
の
維
持
」
と
狭
く
解
さ
な
く
て
も
、

そ
の
位
置
づ
け
は
訓
示
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
．

（3
）
昭
和
四
五
年
（
判
）
第
二
号
、
公
正
取
引
委
員
会
審
決
集
側
四
七
頁
．

（4
）
独
禁
法
八
条
一
項
一
号
事
件
に
お
い
て
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
ま
で
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
．
同
旨
、
高
津
幸
一
「
『
保
安
の
目
的
』
と

『
事
業
者
の
共
通
の
利
益
』
、
『
保
安
の
目
的
』
と
『
公
共
の
利
益
』
」
独
禁
法
審
決
・
判
例
百
選
（
第
二
版
）
七
八
頁
参
照
。

（5
）
金
沢
良
雄
『
経
済
法
』
（
経
営
全
書
）
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
（
昭
和
三
六
年
）
六
一
頁
、
田
中
・
前
掲
九
五
頁
、
九
九
頁
、
根
岸
哲
「
独
禁
法
適
用
除
外
規
定
の
位

置
づ
け
」
公
正
取
引
二
三O
号
二
O
頁
、
実
方
謙
二
「
独
禁
法
に
お
け
る
公
共
の
利
益
」
公
正
取
引
一
一
一
一
一
一
号
一
八
頁
、
布
村
・
前
掲
一
五
三
頁
、
江
上
・
前
掲
九
六

買
参
照
。

（6
）
丹
宗
・
前
掲
一
一
四
頁
。
な
お
、
丹
宗
説
に
も
不
十
分
な
点
が
あ
る
こ
と
は
、
後
述
の
と
お
り
で
あ
る
．

（7
）
金
子
・
前
掲
一
五
頁
．

（8
）
馬
川
・
前
掲
一
二
七
頁
参
照
。

（9
J

丹
宗
教
授
は
、
「
『
公
共
の
利
益
』
を
国
民
経
済
全
体
の
利
益
と
解
す
る
通
産
省
な
い
し
独
禁
法
改
正
審
議
会
の
答
申
の
ご
と
き
議
論
は
、
今
日
少
な
く
と
も
経
済

法
学
会
で
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
支
持
者
を
有
し
な
い
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
」
と
批
判
さ
れ
て
い
る
．
丹
宗
・
前
掲
一
一
一
一
頁
．
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（
叩
）
研
究
会
「
独
禁
法
審
議
会
答
申
を
検
討
す
る
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
五

O
号
七
頁
に
お
け
る
芦
野
弘
氏
の
発
言
．
ま
た
．
昭
和
一
三
一
一
年
の
独
占
禁
止
法
審
議
会
答
申

も
、
「
：
：
：
特
に
自
由
競
争
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
『
公
共
の
利
益
』
に
合
致
す
る
と
の
考
え
方
は
、
狭
き
に
失
す
る
の
で
あ
っ
て
、
公
共
の
利
益
と
い
う
概
念
は

本
来
生
産
者
、
消
費
者
を
含
め
た
広
い
国
民
経
済
全
般
の
利
益
と
い
う
よ
り
高
い
見
地
か
ら
も
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
．
：
：
：
」
と
述
べ
て
い
る
．

（
孔
〉
今
村
・
前
掲
八
三
頁
参
照
。

（
辺
）
丹
宗
・
前
掲
一
一
四
頁
、
谷
村
・
前
掲
一
頁
参
照
。

（
日
）
矢
沢
惇
『
企
業
法
の
諸
問
題
』
商
事
法
務
研
究
会
（
昭
和
五
六
年
）
四
六
三
頁
参
照
．

（U
）
正
田
・
前
掲
一
九
二
頁
。

（
日
）
馬
川
・
前
掲
一
二
七
頁
参
照
。

（
国
）
丹
宗
・
前
掲
一
一
一
頁
参
照
。

（
げ
）
丹
宗
・
前
掲
一
一
五
頁
参
照
。

（
日
）
田
中
・
前
掲
九
五
頁
参
照
。

（
四
）
正
田
・
前
掲
一
九
二
頁
参
照
。

（
却
）
正
田
・
前
掲
一
九
二
頁
参
照
。

（
包
）
金
子
晃
「
『
公
共
の
利
益
』
の
意
義
と
機
能
」
丹
宗
・
厚
谷
編
『
独
占
禁
止
法
の
基
礎
』
青
林
書
院
（
昭
和
五
二
年
）
八
二
頁
参
照
．

2
）
横
田
直
和
「
石
油
カ
ル
テ
ル
判
決
に
お
け
る
『
公
共
の
利
益
』
の
検
討
」
公
正
取
引
三
六
七
号
三
六
頁
参
照
．

（
幻
）
前
掲
三
七
頁
。

（
剖
）
同
旨
、
対
談
「
石
油
カ
ル
テ
ル
東
京
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
九
号
二
二
頁
に
お
け
る
松
下
満
雄
教
授
の
指
摘
．

「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
解
釈

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
学
説
は
、
げ）
司ll
刀t

規
定（
説ι

「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
解
釈
、
す
な
わ
ち
「
公
共
の
利
益
」

例
違
法
要
件
説
、
例
違
法
阻
却
事
由
記
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。

本
件
被
告
は

「
独
禁
法
の
目
的
が
『
一
般
消
費
者
の
利
益
を
確
保
す
る
』
と
と
も
に
『
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
を
促
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進
す
る
こ
と
』
で
あ
る
こ
と
、
昭
和
二
八
年
・
：
に
よ
る
同
法
改
正
の
沿
革
及
び
刑
罰
法
規
の
解
釈
上
文
理
を
離
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ



な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
：
：
：
そ
の
意
味
は
生
産
者
、
消
費
者
の
双
方
を
含
め
た
国
民
経
済
全
般
の
利
益
に
反
す
る
こ
と
を
い
う
も

の
で
あ
っ
て
、
競
争
の
実
質
的
制
限
が
あ
っ
て
も
、
公
共
の
利
益
に
反
し
な
い
と
し
て
不
当
な
取
引
制
限
に
あ
た
ら
な
い
場
合
が
あ
る
384 

と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
同
法
の
目
的
を
消
費
者
の
利
益
の
確
保
の
み
と
み
、
公
共
の
利
益
は
自
由
競
争
を
基
盤
と
す
る
経
済
秩
序
そ
の

も
の
を
指
す
と
し
て
、
競
争
の
実
質
的
制
限
が
直
ち
に
公
共
の
利
益
に
反
す
る
と
解
し
、

(4
) 

で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
被
告
の
立
場
は
違
法
要
件
説
で
あ
る
。

『
公
共
の
利
益
に
反
し
て
』
は
宣
言
的
文
言

そ
れ
に
対
し
て
判
決
は
、
「
独
禁
法
は
、
当
初
、
第
三
条
に
お
い
て
、
事
業
者
の
共
同
行
為
に
よ
っ
て
、

公
共
の
利
益
に
反
し
て
、

一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
の
実
質
的
制
限
を
す
る
こ
と
を
不
当
な
取
引
制
限
と
し
て
禁
止
す
る
と
と
も
に
、

第
四
条
に
お
い

て
、
対
価
の
決
定
等
の
特
定
の
共
同
行
為
自
体
を
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
に
与
え
る
影
響
が
問
題
と
す
る
程
度
に
至
ら
な
い

場
合
を
除
い
て
禁
止
し
て
い
る
が
、
昭
和
二
八
年
：
：
：
同
法
の
改
正
に
よ
り
、
同
法
第
四
条
が
削
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
：
：
：
新
た
に

第
二
四
条
の
二
の
再
販
売
価
格
維
持
契
約
、
第
二
四
条
の
三
の
不
況
カ
ル
テ
ル
：
：
：
の
各
規
定
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
、
そ
の
こ
ろ
か
ら

同
法
第
二
二
条
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
独
占
禁
止
法
の
適
用
除
外
等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
本
来
同
法
第
二
二
条
に
い
う
特
定
の
事
業

に
該
当
し
な
い
も
の
ま
で
が
適
用
除
外
を
受
け
、

さ
ら
に
、
右
適
用
除
外
法
に
よ
ら
な
い
で
そ
れ
ぞ
れ
の
法
律
中
に
適
用
除
外
を
定
め

る
事
業
法
が
現
わ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
独
禁
法
の
改
正
等
の
経
緯
に
か
ん
が
み
、
同
法
を
整
合
的
に
解
す
る
と
、
同
法

は
、
共
同
行
為
に
よ
り
一
定
の
取
引
分
野
に
お
け
る
競
争
を
実
質
的
に
制
限
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
の
実
質
に
お
い
て
同

法
の
趣
旨
、
目
的
に
反
し
な
い
も
の
が
あ
り
う
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
前
記
の
同
法
の
目
的
を
も
考
慮
す
る

と
、
『
公
共
の
利
益
に
反
し
て
』
と
は
、
同
法
の
趣
旨
、
目
的
に
反
す
る
こ
と
を
い
い
、

原
則
と
し
て
は
同
法
の
直
接
の
法
益
で
あ
る

自
由
競
争
経
済
秩
序
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
形
式
的
に
右
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
右
法
益
と
当
該
行
為
に
よ
っ
て
守
ら

れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
て
、
全
体
的
に
み
た
前
記
の
同
法
の
趣
旨
、
目
的
に
実
質
的
に
反
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
例
外
的



な
も
の
を
公
共
の
利
益
に
反
し
な
い
も
の
と
し
て
独
禁
法
の
適
用
か
ら
除
く
趣
旨
で
右
構
成
要
件
が
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す

る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
判
決
の
立
場
は
違
法
阻
却
事
由
説
の
立
場
で
あ
り
、
通
説
の
立
場
で
あ
る
か
の
よ
う

な
理
解
は
、
正
し
く
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
判
決
の
そ
の
論
拠
で
あ
る
。

判
決
は
、
昭
和
二
八
年
の
独
禁
法
改
正
に
よ
り
旧
四
条
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
が
設
け
ら
れ
た

こ
と
や
単
独
立
法
に
よ
る
独
禁
法
の
適
用
除
外
な
ど
が
出
現
し
た
こ
と
を
根
拠
に
、

を
違
法
阻
却
事
由
と

「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」

解
す
べ
き
だ
と
し
た
。

し
か
し
、
独
禁
法
二
条
六
項
の
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
を
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
事
実
だ
け
か
ら
導
く
の
は
一
面
的
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
事
実
は
違
法
要
件
説
の
立
場
を
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
原
則
に
は
例
外
が
あ
る
よ
う

に
、
例
外
が
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
原
則
を
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
正
し
く
な
い
。
仮
に
、
独
禁
法
二
条
六
項
に
「
公
共
の
利
益
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に
反
し
て
」
な
る
文
言
が
な
か
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
競
争
制
限
的
行
為
は
す
べ
て
独
禁
法
違
反
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い

が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
や
単
独
立
法
に
よ
る
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
が
存
在
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
現
実
に
も
、
独
禁
法
人
条
一
項
一
号
に
は
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
な
る
文
言
は
な
い
が
、
独
禁
法
二
四
条
の
三
に
よ

る
不
況
カ
ル
テ
ル
に
は
事
業
者
団
体
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。ま
た
、
判
決
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
独
禁
法
二
四
条
の
二
の

再
販
売
価
格
維
持
行
為
に
つ
い
て
も
、
粉
ミ
ル
ク
ヤ
ミ
再
販
事
件
で
の
東
京
高
裁
判
決
は
、
「
原
告
は
『
法
二
四
条
の
二
に
よ
っ
て
い

わ
ゆ
る
商
標
（
プ
ラ
ソ
ド
）
品
に
か
ん
す
る
再
販
売
価
格
維
持
行
為
に
つ
い
て
は
、
被
告
の
指
定
に
よ
り
、
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
右
の
よ
う
な
商
品
に
つ
い
て
は
再
販
売
価
格
維
持
行
為
が
本
質
上
不
公
正
な
取
引
方
法

で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る

c

』

旨
主
張
す
る
。

し
か
し
、
右
法
二
四
条
の
二
は
、
再
販
売
価
格
維
持
行
為
が
不
公
正
な
取
引
方
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法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

一
定
の
要
件
の
も
と
に
法
の
適
用
の
除
外
さ
れ
る
特
例
を
定
め
た
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
右
除
外
に
当



ら
な
い
か
ぎ
り
は
本
質
的
に
不
公
正
な
取
引
方
法
に
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
、
原
告
の
主
張
は
本
末
を
顛
倒
し
た

も
の
と
い
う
べ
く
、
失
当
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
。
こ
の
理
論
は
独
禁
法
二
条
六
項
の
不
当
な
取
引
制
限
と
そ
の
適
用
除
外
規
定
と
の
386 

関
係
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」の
解
釈
は
、
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
と
の
関
係

だ
け
か
ら
導
き
出
す
べ
き
で
は
な
く
、
独
禁
法
の
他
の
規
定
と
の
整
合
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
を
判
決
の
よ
う
に
違
法
阻
却
事
由
と
解
す
る
こ
と
は
、
旧
四
条
に
は
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
な
る

文
言
が
な
い
か
ら
、
い
か
な
る
場
合
に
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
に
、
競
争
の
実
質
的
制
限
に
な
る
不
当
な
取
引
制
限

に
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
背
理
で
あ
る
。ま
た
、
独
禁
法
八
条
一
項
一
号
お
よ
び
一
五
条
一
項
一
号
の
規
定
に
は
「
公
共
の
利
益

に
反
し
て
」
の
文
言
が
欠
け
て
い
る
か
ら
、
い
か
な
る
場
合
に
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
二
条
六
項
と
の
均
衡

を
失
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
二
条
六
項
の
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
を
違
法
阻
却
事
由
と
解
し
、
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
と

の
整
合
性
を
計
ろ
う
と
す
れ
ば
、
独
禁
法
の
適
用
除
外
や
単
独
立
法
に
よ
る
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
は
「
公
共
の
利
益
」
に
反
し
な

い
場
合
の
例
外
的
規
定
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
そ
の
確
認
的
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
カ
ル
テ
ル
規
制
の
弱
体
化
を
導
く
恐
れ
が
出

(m
) 

て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
判
決
の
立
場
で
あ
る
違
法
阻
却
事
由
説
に
賛
成
し
か
ね
る
理
由
で
あ
る
。

判
決
が
違
法
阻
却
事
由
説
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
う
一
度
「
公
共
の
利
益
」

の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
判
決
は
、

前
述
し
た
a

説
の
立
場
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

な
ぜ
な
ら
ば
、
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
を
手
段
的
目
的
と
解
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
b

説
か
ら
g

説
の
ど
の
立
場
で
あ
ろ
う
か
。

判
決
は
、
独
禁
法
の
究
極
的
目
的
を
二
般
消
費
者
の
利
益
の
確
保
お
よ
び
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
達
の
促
進
」
と
解
し

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
に
つ
い
て
も
c

説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
「
公
共
の

利
益
」
に
つ
い
て
の
c

説
と
d

説
と
の
相
違
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。c
説
と
d

説
を
同
一
に
分
類
さ
れ
る
場
合
も
あ
る



<H
>が

、
正
確
で
は
な
い
し
、

ま
た
d

説
の
問
題
点
を
陵
昧
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

d

説
の
よ
う
に
「
公
共
の
利
益
」
を
自
由
競
争
秩
序
維
持
↓
一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
↓
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
展
と
い

う
図
式
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、
こ
の
図
式
か
ら
は
ず
れ
る
独
禁
法
の
適
用
除
外
を
「
公
共
の
利
益
」
で
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
ろ
う
。
正
田
教
授
も
、
「
『
公
共
の
利
益
』
を
二
様
に
解
し
、一
方
で
は
、
競
争
秩
序
の
維
持
を
す
な
わ
ち
公
共
の
利
益
の
内
容
で

あ
る
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
競
争
制
限
行
為
の
『
合
理
的
存
在
理
由
』
あ
る
い
は
『
違
法
性
阻
却
事
由
』
の
根
拠
と
し
て
公
共
の

ハ
ロ
）

利
益
に
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
批
判
さ
れ
、
ま
た
根
岸
教
授
も
同
様
の
指
摘
を

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
「
公
共
の
利
益
」
を
d

説
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
位
置
づ
け
は
訓
示
規
定
と
解
す
る
ほ

う
が
理
論
的
に
は
一
貫
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
d

説
は
a

説
と
区
別
す
べ
き
実
益
が
乏
し
い
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
判
決
の
理
論
は
、
d

説
と
は
区
別
さ
れ
る
c

説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
、
独
禁
法

石油カルテノレ判決の「公共の利益」論（馬川）

の
究
極
的
目
的
と
の
関
連
性
か
ら
も
正
し
い
理
解
で
あ
ろ
う
。

四

従
来
か
ら
有
力
な
訓
示
規
定
説
に
は
批
判
す
べ
き
点
は
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
本
件
判
決
は
、
そ
の
点
に
つ
い

て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
最
後
に
そ
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

訓
示
規
定
説
は
、
「
公
共
の
利
益
」H
自
由
競
争
経
済
秩
序
と
同
義
語
に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
訓
示
規

定
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
り
に
筋
の
通
っ
た
考
え
方
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
難
点
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
は
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
自
由
競
争
経
済
秩
序
と
同
義
語
に
解
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
ご
と
く
独
禁

法
一
条
の
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
は
手
段
的
目
的
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
公
共
の
利
益
」H
自
由
競
争
経
済

秩
序
と
解
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
本
件
判
決
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
訓
示
規
定
説
の
立
場
を
と
ら
ず
、
違
法
阻
却
事
由

387 

説
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。



他
の
一
つ
は
、
「
公
共
の
利
益
」H
自
由
競
争
経
済
秩
序
と
解
す
る
立
場
に
立
っ
と
、
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
等
の
説
明
が
困
難
に388 

な
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
丹
宗
教
授
は
、
「
『
解
説
』
や
多
く
の
判
例
や
審
決
の
如
く
、
公
共
の
利
益
即
競
争
制
限
と
し
て
、
凡
て
の

競
争
制
限
を
当
然
に
違
法
と
解
す
る
場
合
、
第
六
章
（
適
用
除
外
）
に
お
け
る
自
然
独
占
（
一
二
条
文
一
定
の
組
合
の
行
為
（
二
四
条
）
や
、

中
小
企
業
安
定
法
案
に
お
け
る
競
争
制
限
は
い
か
に
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
適
法
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
九
リ
」
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
正
田
教
授
も
、
「
自
由
競
争
秩
序
が
す
な
わ
ち
公
共
の
利
益
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
つ
ら
ぬ
け
ば
、

競
争
制
限
す
な
わ
ち
公

い
か
な
る
形
で
あ
る
に
せ
よ
、
競
争
制
限
を
認
め
る
た
め
に
は
、
公
共
の
利
益
に
反
す
る
行
為
を

〈
日
以
〉
〈
お
）

認
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
は
正
当
で
あ
る
。

共
の
利
益
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
「
公
共
の
利
益
」
の
位
置
づ
け
は
、
そ
の
内
容
と
は
一
応
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
訓
示
規
定
説
が
「
公

共
の
利
益
」
H

自
由
競
争
経
済
秩
序
の
維
持
と
解
し
て
、
そ
の
位
置
づ
け
を
行
な
い
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
「
公
共
の
利
益
」
日
自
由
競
争
経
済
秩
序
の
維
持
と
狭
く
解
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
も
、
訓
示
規
定
と
し
て
の
位
置
づ
け
ま

で
間
違
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
、

一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
と
国
民
経
済
の
民
主
的
で

健
全
な
発
達
と
広
く
解
し
て
も
、

そ
の
位
置
づ
け
は
訓
示
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

芦
野
氏
も
、
「
生
産
者
、
消
費
者

を
含
め
た
国
民
経
済
全
般
の
利
益
と
い
う
高
い
見
地
か
ら
判
断
し
て
も
、
自
由
競
争
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
公
共
の
利
益

で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
独
禁
法
二
条
六
項
は
「
公
共
の
利
益
に
反

し
て
」
を
訓
示
規
定
と
し
て
掲
げ
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
競
争
制
限
的
行
為
は
全
面
的
に
独
禁
法
違
反
と
な
り
、
そ
れ
に
例
外
を
認
め

る
必
要
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
独
禁
法
の
適
用
除
外
規
定
等
を
設
け
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
を
訓
示
規
定
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
と
位
置

づ
け
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
来
の
訓
示
規
定
説
の
不
備
な
点
で
あ
る
。
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（1
）
田
中
・
前
掲
九
九
頁
、
金
沢
・
前
掲
（
経
営
全
書
）
六
一
頁
、
今
村
・
前
掲
八
七
頁
、
公
取
委
事
務
局
編
・
前
掲
一
一
一
一
頁
、
根
岸
・
前
掲
二

O
頁
、
実
方
・
前

掲
一
八
頁
、
谷
村
・
前
掲
一
五
頁
、
布
村
・
前
掲
一
五
回
頁
、
江
上
・
前
掲
九
九
頁
、
松
下
満
雄
『
独
占
禁
止
法
と
経
済
統
制
』
有
斐
閣
（
昭
和
五
一
年
）
三
六
頁
、

小
原
喜
雄
「
独
占
禁
止
法
と
『
公
共
の
利
益
』
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
四
七
号
七
二
頁
参
照
。

（2
）
矢
沢
・
前
掲
四
六
三
頁
、
正
田
・
前
掲
一
九
七
頁
、
石
井
・
前
掲
三
八
頁
参
照
。

（3
）
丹
宗
・
前
掲
一
一
一O
頁
、
芦
野
弘
『
独
占
と
取
引
制
限
』
日
本
経
済
新
聞
社
（
昭
和
二
五
年
）
六
九
頁
、
今
村
成
和
『
独
占
・
公
正
取
引
』
（
経
営
法
学
全
集
）

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
（
昭
和
四
O
年
）
七
九
頁
、
笹
井
・
前
掲
五
五
頁
参
照
。

（4
）
前
掲
三
七
頁
．

（5
）
前
掲
三
七
頁
。

（6
）
同
旨
、
丹
宗
昭
信
「
石
油
カ
ル
テ
ル
（
価
格
協
定
）
事
件
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
四
三
号
二
六
二
頁
、
横
田
・
前
掲
三
九
頁
参
照
。

（7
）
浅
沼
武
「
石
油
ヤ
ミ
カ
ル
テ
ル
事
件
刑
事
判
決
に
つ
い
て
」
商
事
法
務
八
八
六
号
四
頁
、
金
子
晃
「
石
油
ヤ
ミ
カ
ル
テ
ル
刑
事
事
件
判
決
」
経
済
法
学
会
編
『
政

府
規
制
産
業
と
競
争
政
策
』
有
斐
閣
（
昭
和
五
六
年
）
一
一
一
一
頁
参
照
。

（8
）
昭
和
四
三
年
（
行
ケ
）
第
一
四
八
号
、
明
治
商
事
制
に
よ
る
審
決
取
消
請
求
事
件
、
公
正
取
引
委
員
会
審
決
集
制
一
九
三
頁
。

（9
）
田
中
・
前
掲
一
O
O
頁
、
根
岸
・
前
掲
二O
頁
、
布
村
・
前
掲
一
五
一
頁
参
照
。

（
叩
）
同
旨
、
根
岸
・
前
掲
二
二
頁
参
照
。

（
日
）
横
田
・
前
掲
三
八
頁
参
照
。
ま
た
、
丹
宗
教
授
は
、
公
共
の
利
益
H

自
由
競
争
秩
序
維
持
↓
一
般
消
費
者
の
利
益
確
保
↓
国
民
経
済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
展
と

解
す
る
見
解
（
d

説
）
に
は
、
「
公
取
委
編
『
解
説
』
、
今
村
・
谷
村
・
丹
宗
説
」
が
属
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
丹
宗
・
前
掲
（
法
理
）
一
一
六
頁
。

（
ロ
）
正
田
・
前
掲
一
九
五
頁
。

（
日
）
根
岸
・
前
掲
一
九
頁
参
照
。
そ
れ
に
対
し
て
、
丹
宗
・
前
掲
（
法
理
）
一
一
七
頁
で
は
、
「
手
段
的
目
的
と
究
極
目
的
（
目
標
）
と
の
統
一
的
把
握
の
も
と
に
、

一
条
の
目
的
規
定
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
手
段
的
目
的
と
し
て
の
競
争
秩
序
の
維
持
が
、
究
極
目
的
と
し
て
の
一
般
消
費
者
の
利
益
保
護
↓
国
民
経

済
の
民
主
的
で
健
全
な
発
展
、
と
い
う
目
標
と
総
合
的
に
理
解
さ
れ
、
し
か
も
、
場
合
に
よ
り
手
段
的
目
的
に
は
違
反
す
る
（
法
形
式
的
に
）
が
、
究
極
目
的
に
適
う

場
合
に
は
、
手
段
的
目
的
に
対
す
る
違
法
性
が
、
究
極
目
的
へ
の
適
合
性
に
よ
っ
て
阻
却
さ
れ
得
る
と
考
え
る
こ
と
が
、
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
ど

う
か
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
はd
説
で
は
な
く
e

説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
比
）
丹
宗
昭
信
「
独
禁
法
二
条
五
項
・
六
項
に
い
う
『
公
共
の
利
益
』
に
つ
い
て
」
菊
池
勇
夫
教
授
六

O
年
祝
賀
記
念
論
文
集
『
労
働
法
と
経
済
法
の
理
論
』
七
五
七

頁
。

（
日
）
正
田
彬
「
独
占
禁
止
法
上
の
『
公
共
の
利
益
』
の
意
義
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一

O
O
号
三
九
七
頁
．

8
）
馬
川
・
前
掲
二
二
六
頁
参
照
。
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（
げ
）
研
究
会
・
前
掲
七
頁
に
お
け
る
芦
野
氏
の
発
一
言
。
矢
沢
惇
教
授
も
、
そ
の
研
究
会
に
お
い
て
、
「
そ
の
点
で
、
私
、
今
芦
野
さ
ん
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
の
内
容
は

全
く
賛
成
な
ん
で
す
。
：
：
：
」
と
発
言
。
同
七
頁
。
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お

わ

り

本
件
判
決
は
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
と
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
見
解
を
は
じ
め
て
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

問
題
点
を
整
理
す
る
と
、
次
の
諸
点
に
要
約
で
き
よ
う
。

第
一
は
、
判
決
は
独
禁
法
一
条
の
究
極
的
目
的
を
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
」
で
は
な
く
、

「
一
般
消
費
者
の
利
益
と
国
民
経
済
の

民
主
的
な
発
達
」
と
い
う
多
数
説
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
第
一
に
関
連
す
る
が
、
独
禁
法
二
条
六
項
の
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
と
狭
い
内

容
と
し
て
で
は
な
く
、
広
い
内
容
と
し
て
と
ら
え
た
こ
と
で
あ
る
。
独
禁
法
の
究
極
的
目
的
と
の
関
連
か
ら
も
論
理
的
一
貫
性
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
だ
け
に
、
従
来
の
判
例
の
評
価
は
見
直
す
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
従
来
の
判
例
に
対
す

る
評
価
は
、
「
公
共
の
利
益
」の
内
容
は
一
貫
し
て
「
公
正
か
つ
自
由
な
競
争
の
促
進
」
と
狭
く
解
す
る
立
場
を
採
る
も
の
と
い
わ
れ

て
き
た
。
し
か
し
、
従
来
の
ど
の
判
例
も
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
と
そ
の
位
置
づ
け
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
、
「
公
共
の
利
益
に
反
し
て
」
の
解
釈
で
あ
る
。
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
広
く
解
し
た
こ
と
が
、
そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
は
違
法
阻
却
事
由
説
を
採
ら
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
従
来
か
ら
「
公
共
の
利
益
」H
自
由
競
争
経
済
秩
序
と
狭
く

解
す
る
立
場
が
訓
示
規
定
説
に
結
び
つ
き
、
「
公
共
の
利
益
」を
広
く
解
す
る
立
場
が
訓
示
規
定
説
以
外
の
説
に
結
び
つ
く
と
い
う
理

解
が
定
着
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
も
考
え
ら
れ
る
が
、
「
公
共
の
利
益
」の
内
容
と
そ
の
位
置

づ
け
を
区
別
す
れ
ば
、
「
公
共
の
利
益
」
の
内
容
を
広
く
解
す
る
立
場
に
立
っ
て
も
、
そ
の
位
置
づ
け
は
訓
示
規
定
と
解
す
る
こ
と
は



可
能
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
会
に
独
禁
法
の
「
公
共
の
利
益
」
論
が
改
め
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（1
）
た
と
え
ば
、
東
宝
・
ス
バ
ル
事
件
（
東
京
高
裁
昭
和
二
六
・
九
・
一
九
判
決
、
公
正
取
引
委
員
会
審
決
集ω
二
ハ
六
頁
）
、
大
阪
綜
合
食
品
事
件
（
東
京
高
裁
昭

和
二
六
・
一
一
・
コ
一O判
決
、
同
審
決
集ω
一
九
六
頁
）
、
新
聞
販
路
協
定
事
件
（
東
京
高
裁
昭
和
二
八
・
三
・
九
判
決
、
同
審
決
集

ω
一
四
五
頁
）
、
野
田
醤
油
私
的

独
占
事
件
（
東
京
高
裁
昭
和
三
二
・
一
二
・
二
五
判
決
、
同
審
決
集
似
五
七
頁
）
参
照
。

（
一
九
八
三
・
三
・
三
一
）
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